
（別記様式第１号）

八峰町鳥獣被害防止計画

＜連絡先＞

担 当 部 署 名 八峰町役場 農林水産課

所 在 地 秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟字目長田１１８番地

電 話 番 号 ０１８５－７６－４６０９（直通）

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０１８５－７６－２２０３

メールアドレス nousui@town.happo.lg.jp

（注）１ 共同で作成する場合は、すべての計画主体を掲げるとともに、代表となる計画

主体には（代表）と記入する。

２ 被害防止計画の作成に当たっては、別添留意事項を参照の上、記入等すること。

計画作成年度 平成２０年度

計画主体 令和８年度（６期目）



１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域

（注）１ 計画期間は、３年程度とする。

２ 対象地域は、単独で又は共同で被害防止計画作成する全ての市町村

名を記入する。

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針

（１）被害の現状（令和７年度）

（注） 主な鳥獣による被害品目、被害金額、被害面積（被害面積については、

水産業に係る被害を除く。）等を記入する。

対象鳥獣 ニホンザル、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ

計画期間 令和８年度～令和１０年度

対象地域 秋田県八峰町

鳥獣の種類

被害の現状

品 目
被害数値

面積（ha） 金額（千円）

ニホンザル

水稲 １．０５ １，５８６

豆類 １．０８ ２２６

イモ類 ０．１６５ １５１

野菜類 ０．４７ ６５４

果樹類 ０．０１４ ６１

ツキノワグマ

水稲 ０ ０

果樹類 ０．１ ４３７

ソバ ５７．１２ ３，５９１

イノシシ － － －

ニホンジカ 水稲 ０．１９ ２８３

合計 ６０．１８９ ６，９８９



（２）被害の傾向

（注）１ 近年の被害の傾向（生息状況、被害の発生時期、被害の発生場所、

被害地域の増減傾向等）等について記入する。

２ 被害状況がわかるようなデータ及び地図等があれば添付する。

（３）被害の軽減目標

【ニホンザル】

近年は餌を求めて里山に限らず、住宅地にも出没するようになり、畑の農作物や放任

果樹を狙って行動している。サルとの接触による人身被害は起きていないが、見られてい

ることに気づき、人に視線を向けるなど威嚇行動を起こす場合もあり、注意が必要である。

【ツキノワグマ】

町内全域の山沿いの農地及び集落周辺に出没する状況にあり、令和７年度はほぼソバ

の被害となっている。また、民家周辺にも出没し住民からの目撃情報も年々増えてきて

いることから、対策が必要と考えられる。

【イノシシ】

農林産物及び人的被害は発生していないが、町内での目撃が確認されており、今後対

策が必要と考えられる。

【ニホンジカ】

水稲への被害が発生しており今後対策が必要と考えられる。

指 標 品 目

現状値（７年度） 目標値（１０年度）

面積（ha） 金額（千円） 面積（ha） 金額（千円）

ニホンザル

水稲 １．０５ １，５８６ ０．９５ １，４３０

豆類 １．０８ ２２６ ０．９８ ２００

イモ類 ０．１６５ １５１ ０．１４９ １３６

野菜類 ０．４７ ６５４ ０．４２ ６５０

果樹類 ０．０１４ ６１ ０．０１３ ５８

ツキノワグ

マ

水稲 ０ ０ ０ ０

果樹類 ０．１ ４３７ ０．０９ ４３０

ソバ ５７．１２ ３，５９１ ５０ ３，２３２

イノシシ － － － －



（注）１ 被害金額、被害面積等の現状値及び計画期間の最終年度における目

標値を記入する。

２ 複数の指標を目標として設定することも可能。

（４）従来講じてきた被害防止対策

ニホンジカ 水稲 ０．１９ ２８３ ０．１７ ２５２

合計 ６０．１８９ ６，９８９ ５２．７７２ ６，３８８

従来講じてきた被害防止対策 課題

捕獲等

に関す

る取組

実施隊の銃器（箱わな）によ

る捕獲の実施

・捕獲体制について、隊員の高齢化が顕著

であることから、新たな隊員の確保が急

務である。また、ニホンザルについては週

２回の定期巡回で追上げや捕獲活動を行

っているほか、住民からの出没情報にも

対応している。加えて、クマの出没による

出動も増加しており、隊員のやりくりが

課題となっている。箱わなについては、こ

こ数年、サル、クマともにわなを警戒し捕

獲数が減少していることから、センサー

カメラを設置し、わな周辺での行動を調

査し、捕獲率の向上に努めている。

防護柵

の設置

等に関

する取

組

侵入防止柵（電気柵）の設置 ・高齢化で離農者が多い地区では、設置し

た侵入防止柵の維持管理に支障が出始め

ているため、現在は、個人で設置する簡易

電気柵へのシフトに努めてきた。

被害農家・地域住民・実施隊

による追上げ

・地域全体の意思統一とサル害防止対策

の意識高揚を図ることを狙いとして、被

害農家・地域住民は花火を使い、追上げ

を実施してきた。

・しかし、一部のサルは花火に慣れてしま

い、効果が見られない状況にあるため、効

果のある追い上げ方法を模索していく。

・近年は、ツキノワグマやサル以外での鳥

獣害も懸念されているため、その必要性に

ついても検討する。

生息環

境管理

その他

の取組

緩衝帯の設置等、生息環境管

理に関する取組み

・出没しにくい環境づくりを行うために

は、今後住宅地付近の林の間伐や放任果

樹などの伐採を行うことで鳥獣の出没軽

減につながると考えている。そのため、維



（注）１ 計画対象地域における、直近３ヶ年程度に講じた被害防止対策と課

題について記入する。

２ 「捕獲等に関する取組」については、捕獲体制の整備、捕獲機材の

導入、捕獲鳥獣の処理方法等について記入する。

３ 「防護柵の設置等に関する取組」については、侵入防止柵の設置・

管理、追上げ・追払い活動等について記入する。

４ 「生息環境管理その他の取組」については、緩衝帯の設置、放任果

樹の除去、鳥獣の習性、被害防止技術等に関する知識の普及等につい

て記入する。

（５）今後の取組方針

（注） 被害の現状、従来講じてきた被害防止対策等を踏まえ、被害軽減目標

を達成するために必要な被害防止対策の取組方針について記入する。

（ICT（情報通信技術）機器や GIS（地理情報システム）の活用等、対策

の推進に資する技術の活用方針を含む。）。

持管理と地権者等の理解が得られるよう

周知に努め、取組を強化していく。

【ニホンザル】

被害農家及び地域住民へ農作物等に対する被害防止対策として、簡易電気柵

の設置や放任果樹の伐採等、効果的な方法について、町広報誌等を活用して情

報提供する。

さらに、銃器や箱わなを用いた捕獲活動は、農作物の被害防除等に効果的で

あることから取組の主体にするとともに、被害がある住民との連携を密にし、

効率的な捕獲活動を目的とした体制作りを進める。

【ツキノワグマ】

住民等からの目撃情報をもとに防災無線や公用車での注意喚起を行うことは

もちろん、目撃情報の多い箇所については注意看板の設置や緩衝帯整備事業等

の活用により出没しにくい環境整備に努め、農作物及び人的被害を未然に防止

する。

さらに、銃器や箱わなを用いた捕獲活動も実施する。

【イノシシ】

農地・人家周辺に出没する個体を対象とし、銃器及び箱わなによる捕獲を行

い、被害の防止に努める。また、捕獲方法、捕獲器材についても随時検討、更

新を行い効率的な活動実施に努める。

【ニホンジカ】

農地・人家周辺に出没する個体を対象とし、銃器及び箱わなによる捕獲を行

い、被害の防止に努める。また、捕獲方法、捕獲器材についても随時検討、更

新を行い効率的な活動実施に努める。



３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項

（１）対象鳥獣の捕獲体制

（注）１ 鳥獣被害対策実施隊のうち対象鳥獣捕獲員の指名又は任命、狩猟者

等の外部団体への委託、わなの見回り補助等による捕獲者のサポート

等による対象鳥獣の捕獲体制を記入するとともに、捕獲に関わる者の

それぞれの取組内容や役割について記入する。

２ 対象鳥獣捕獲員を指名又は任命する場合は、その構成等が分かる資

料があれば添付する。

３ 捕獲等を推進する上で、被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に

従事している者にライフル銃を所持させる必要がある場合には、その

ことについて記入する。

（２）その他捕獲に関する取組

（注） 捕獲機材の導入、鳥獣を捕獲する担い手の育成・確保等について記入

する。

（３）対象鳥獣の捕獲計画

実施隊によるニホンザル、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカの定期的な銃器

での追い上げ・捕獲、箱わなによる捕獲活動を継続する。

年度 対象鳥獣 取組内容

令和８年度

～

令和１０年

度

ニホンザル

現有の箱わなによる捕獲を実施する。

必要に応じて銃器による捕獲・追払いを行う。

必要に応じて捕獲器材の導入を実施する。

ツキノワグマ

現有の箱わなによる捕獲を実施する。

必要に応じて銃器による捕獲・追払いを行う。

必要に応じて捕獲器材の導入を実施する。

イノシシ

関係機関と連携し、被害の把握に努める。

必要に応じて銃器による捕獲を行う。

必要に応じて捕獲器材の導入を実施する。

ニホンジカ

関係機関と連携し、被害の把握に努める。

必要に応じて銃器による捕獲を行う。

必要に応じて捕獲器材の導入を実施する。

捕獲計画数等の設定の考え方

【ニホンザル】

秋田県第二種特定鳥獣管理計画（第５次ニホンザル）に基づいた捕獲とする。

農地や人里に出没する個体を対象に捕獲を行い、人間との棲み分けと農作物被

害の減少を目指す。



（注） 近年の対象鳥獣の捕獲実績、生息状況等を踏まえ、捕獲計画数等の設

定の考え方について記入する。

（注） 対象鳥獣の捕獲計画数、個体数密度等を記入する。

（注）１ わな等の捕獲手段、捕獲の実施予定時期、捕獲予定場所等について

【ツキノワグマ】

秋田県第二種特定鳥獣管理計画（第６次ツキノワグマ）に基づいた捕獲とする。

農地や人里に出没する個体を対象に捕獲を行い、人間との棲み分けと農作物被

害の減少を目指す。

【イノシシ】

秋田県第二種特定鳥獣管理計画（第３次イノシシ）に基づいた捕獲とする。

関係機関からの情報に基づき、予察捕獲を行い、生息域の拡大を防ぐ。

【ニホンジカ】

秋田県第二種特定鳥獣管理計画（第３次ニホンジカ）に基づいた捕獲とする。

関係機関からの情報に基づき、予察捕獲を行い、生息域の拡大を防ぐ。

対象鳥獣
捕獲計画数等

８年度 ９年度 １０年度

ニホンザル １００頭 １００頭 １００頭

ツキノワグマ 秋田県第二種特定鳥獣管理計画（第６次ツキノワグマ）に基づく

イノシシ 秋田県第二種特定鳥獣管理計画（第３次イノシシ）に基づく

ニホンジカ 秋田県第二種特定鳥獣管理計画（第３次ニホンジカ）に基づく

捕獲等の取組内容

【ニホンザル】

地域住民及び被害農家による花火での追上活動に加え、実施隊を中心とした被

害防止活動を計画的に実施する。被害防止活動を講じても被害の軽減及び防止が

できない場合は、銃器及び箱わなによる捕獲を実施する。

【ツキノワグマ】

実施隊を中心とした被害防止活動を計画的に実施する。被害防止活動を講じて

も被害の軽減及び防止ができない場合は、銃器及び箱わなによる捕獲を実施する。

【イノシシ】

被害状況、目撃状況に応じて捕獲方法、捕獲場所等を実施隊と協議の上、最も効

果的と考えられる方法を実施する。

【ニホンジカ】

被害状況、目撃状況に応じて捕獲方法、捕獲場所等を実施隊と協議の上、最も効

果的と考えられる方法を実施する。



記入する。

２ 捕獲等の実施予定場所を記した図面等を作成している場合は添付す

る。

（注） 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者にライフル

銃を所持させて捕獲等を行う場合には、その必要性及び当該被害防止計

画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者による捕獲手段、捕獲の

実施予定時期、捕獲予定場所等について記入する。

（４）許可権限委譲事項

（注）１ 都道府県知事から市町村長に対する有害鳥獣捕獲等の許可権限の委

譲を希望する場合は、捕獲許可権限の委譲を希望する対象鳥獣の種類

を記入する（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別

措置に関する法律（平成 19年法律第 134号。以下「法」という。）第
４条第３項）。

２ 対象地域については、複数市町村が捕獲許可権限の委譲を希望する

場合は、該当する全ての市町村名を記入する。

４．防護柵の設置等に関する事項

（１）侵入防止柵の整備計画

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容

箱わなや散弾銃を利用した有害捕獲を実施しているが、仕留められない距離で

の捕獲の際にライフル銃が必要となる。

ライフル銃の使用にあたっては、散弾銃と同様に安土(あづち:バックストップ

ともいう。)の確認を徹底する。

対象地域 対象鳥獣

八峰町全域
ツキノワグマ

人への被害を防止する目的で捕獲を行う場合に限る。

対象鳥獣
整備内容

令和８年度 令和９年度 令和１０年度

ニホンザル

農家自身が簡易電

気柵を設置するよ

う促す。

同左 同左

ツキノワグマ

農家自身が簡易電

気柵を設置するよ

う促す。

同左 同左

イノシシ

農家自身が簡易電

気柵を設置するよ

う促す。

同左 同左



（注）１ 設置する柵の種類、設置規模等について記入する。

２ 侵入防止柵の設置予定場所を記した図面等を作成している場合は添

付する。

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組

（注） 侵入防止柵の管理、追上げ・追払い活動等に関する取組等について記

入する。

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項

（注） 緩衝帯の設置、里地里山の整備、放任果樹の除去、被害防止に関する

知識の普及等について記入する。

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項

（１）関係機関等の役割

ニホンジカ

農家自身が簡易電

気柵を設置するよ

う促す。

同左 同左

対象鳥獣
取組内容

令和８年度 令和９年度 令和１０年度

なし なし なし なし

年度 対象鳥獣 取組内容

令和８～

１０年度

全般 放任果樹などの伐採を行うことで鳥獣の出没軽減に

つながると考えている。

関係機関等の名称 役割

八峰町役場 協議会の事務局となり、各組織との連携・調整を図る。

八峰町議会

（教育産業建設常任委員会）

町議会として農林漁業部門を所管する立場から、鳥獣害対

策への提言・助言を行う。

八峰町農業委員会 農地に関する専門機関である農業委員会の立場から、鳥獣

害対策への提言・助言を行う。

能代警察署

（八森警察官駐在所・峰浜

警察官駐在所）

銃器や火薬の使用に関する指導・監督や鳥獣害対策への提

言・助言を行う。

八峰町鳥獣被害対策実施隊 銃器等を用いた捕獲活動等に直接関わる立場から、鳥獣害

対策への提言・助言を行う。

秋田やまもと農業協同組合

（八峰支店）

農業者の組織団体としての立場から、鳥獣害対策への提言

・助言を行う。



（注）１ 関係機関等には、都道府県、警察、市町村、鳥獣被害対策実施隊、

猟友会等の名称を記入する。

２ 役割欄には、緊急時又は平常時において、各関係機関等が果たすべ

き役割を記入する。

３ 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は

生じるおそれがある場合の対処に関して、規程等を作成している場合

は添付する。

（２）緊急時の連絡体制（ツキノワグマ）

（注） 緊急時の各関係機関等の連絡体制及び連絡方法等をフロー図等により

記入する。

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項

（注） 適切な処理施設での焼却、捕獲等をした現場での埋設等、捕獲等をし

た鳥獣の処理方法について記入する。

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有

効な利用に関する事項

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法

農業者

（ＪＡ稲作部会峰浜支部）

（作業集団：八峰ｱｸﾞﾘﾌﾟﾛ）

被害の多い稲作について、稲作部会のネットワークを活

用して被害や出没状況を把握・通報するとともに、鳥獣害

対策への提言・助言を行う。

大豆作業受託の活動をとおして被害や出没状況を把握・

報告するとともに、鳥獣害対策への提言・助言を行う。

峰浜果樹組合 農業者団体の立場から、提言・助言を行う。

白神森林組合 森林施業を行う立場から、提言・助言を行う。

自治会 八峰町の被害自治会として、被害や出没状況を把握・報告

するとともに、被害対策への提言・助言を行う。また、被害

防止対策の内容や実施状況について地域へ発信・周知する。

農作物野生鳥獣被害対策

アドバイザー 今井 康仁

アドバイザーとしての専門的知見から、鳥獣害対策への提

案・助言を行う。

秋田県山本地域振興局

(森づくり推進課、農業振興

普及課）

行政の上部組織としての立場から情報提供を行うととも

に、鳥獣害対策への提案・助言を行う。

別紙により記載

捕殺又は殺処分した個体は、適切に処分する。

食品 ツキノワグマに関しては、自家消費としての利用を

実施隊に委ねる。ニホンザルは、一般的に食品利用に

適さない獣類とされているため、有効利用は困難と考

える。イノシシとニホンジカは、捕獲頭数がない現段



（注） 利用方法ごとに、現状及び目標を記入する。

（２）処理加工施設の取組

（注） 処理加工施設を整備する場合は、年間処理計画頭数、運営体制、食品

等としての安全性の確保に関する取組等について記入する。

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組

（注） 処理加工に携わる者の資質の向上や、捕獲から搬入までの衛生管理の

知識を有する者の育成の取組等について記入する。

９．被害防止施策の実施体制に関する事項

（１）協議会に関する事項

（注）１ 関係機関等で構成する協議会を設置している場合は、その名称を記

入するとともに、構成機関欄には、当該協議会を構成する関係機関等

の名称を記入する。

２ 役割欄には、各構成機関等が果たすべき役割を記入する。

（２）関係機関に関する事項

（注）１ 関係機関欄には、協議会の構成機関以外の関係機関等の名称を記入

する。

２ 役割欄には、各関係機関等が果たすべき役割を記入する。

３ 協議会及びその他の関係機関からなる連携体制が分かる体制図等が

あれば添付する。

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項

（注）１ 被害状況を勘案し、鳥獣被害対策実施隊を設置する必要があると認

階では、費用対効果の観点から、食品としての流通・

販売等は困難である。

ペットフード

皮革

その他

なし

なし

協議会の名称 八峰町鳥獣害対策地域協議会

構成機関の名称 役割

６の（１）と同様

関係機関の名称 役割

なし なし

八峰町鳥獣被害対策実施隊は、八峰町鳥獣被害対策実施隊設置に関する

規則で定めるもので構成する。



める場合は、その設置に関して設置に向けた基本的な方針や検討の状

況、設置予定時期等について記入する。

２ 鳥獣被害対策実施隊を設置している場合は、鳥獣被害対策実施隊が

行う被害防止施策、その規模、構成、農林漁業者や農林漁業団体職員、

地域住民等の多様な人材の活用策等を記入するとともに、実施体制が

わかる体制図等があれば添付する。

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項

（注） 将来的な被害防止対策の実施体制の維持・強化の方針その他被害防止

施策の実施体制に関する事項（地域の被害対策を企画・立案する者の育

成・確保や現場で対策を実施する者の知識・技術の向上等の被害対策に

関する人材育成の取組を含む。）について記入する。

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

（注） 近隣市町村と連携した広域的な被害防止対策等その他被害防止施策の

実施に関し必要な事項について記入する。

なし

被害防止対策の実施にあたり、関係機関や近隣市町等と情報を共有し、

状況の把握と被害の減少を目的とした協力体制づくりを推進するほか、高

齢化が進む鳥獣被害対策実施隊員について、担い手となる人材の確保を図

る。

なお、被害防止計画は、必要に応じて内容の見直し・変更を行うものとす

る。


